
愛媛県生涯学習センター

包括外部監査の結果報告書

第１ 外部監査の概要

１．監査の種類
地方自治法第２５２条の３７第１項及び第２項に基づく包括外部監査

２．選定した特定の事件

 外部監査対象
愛媛県生涯学習センターの管理について

� 外部監査対象期間
原則として平成１２年度（平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで）とす
るが、必要に応じて過年度に遡及する。

３．事件を選定した理由
経済状況の停滞にともなう地方公共団体の財政状態の悪化がさけばれる中、県
民の生涯教育施設としての愛媛県生涯学習センターの管理が設立目的及び関係法
令等に基づき適切かつ効率的に遂行されているかどうか確かめる必要を認めたた
め。

４．外部監査の方法

 監査の要点
� 収益の計上手続は、法令、規程等に従っているか。
� 委託業務契約は、法令、規程等に従っているか。
� 経費の支出内容は適正か。
� 会計処理は適正に行われているか。
� 経営計画が策定され、実行されているか。
� 設立目的の事業を有効かつ適切に最少の費用で最大の効果があげられるよう
に実施しているか。

� 長期未利用資産はないか、またその管理は適正か。

� 主な監査手続
� 会計資料及び管理資料の査閲
� 契約書等の通査
� 関係帳簿及び証拠書類の検討
� 担当者への質問
� 現地視察

５．外部監査の実施期間
自 平成１３年１１月２１日 至 平成１４年１月３０日
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６．愛媛県生涯学習センターの概要

 設立の目的及び経過
愛媛県生涯学習センターは、県民の生涯学習に対する期待と関心の高まりに
応えるとともに、県民の生涯学習を推進する拠点施設として、県、市町村、企
業、各種団体等との連携を図り、県民の生涯を通じた自発的な学習を盛んにし、
一人ひとりが心豊かで生き甲斐のある人生を送れるよう支援することを目的と
して、平成３年４月開設された。

� 事業内容
設立の目的を果たすため、平成１２年度は下記の事業を行っている。

� 学習情報の提供及び学習相談の充実
ア．生涯学習情報システム整備運営事業
イ．生涯学習情報提供事業
ウ．図書室の整備�運営

� 調査研究機能の充実
ア．遍路文化調査研究事業

� 指導者の育成
ア．社会教育研修事業
イ．公民館活動振興事業
ウ．ＰＴＡ育成指導事業
エ．生涯学習ボランティア活動活性化事業
オ．愛媛長寿学園開設事業
カ．愛護班指導者研修事業
キ．少年団体指導者育成事業
ケ．視聴覚教育研修事業

� 学習活動の促進
ア．コミュニティ�カレッジ開設事業
イ．放送県民大学開設事業
ウ．生涯学習県民講座開設事業
エ．リカレント学習セミナー開設事業

� 芸術文化活動の促進
ア．芸術文化生涯学習事業

� 県民メモリアルホールの運営
ア．県民メモリアルホール資料収集調査事業
イ．生涯学習活動成果展実施事業
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� 県民への施設の開放
ア．貸館

� 施設整備費の状況
（単位：千円）

 組織の状況（平成１２年度末現在）

� 所管部局
平成１２年度から教育委員会の所管となっている。

� 組織図

� 職員
総人員は３２名で、主要な職員の氏名は次の通りである。
�所 長：今井 健雄
�総務課長：佐藤 敏朗
�振興課長：（所長事務取扱）
なお、研究科研究員６名は嘱託である。

区 分 平成元年度 ２年度 事業費計
用地費 ６３１，０３６ ６３１，０３６
建築費 ３４５，５６７ ３，７７２，３７９ ４，１１７，９４６
展示費 ２３，４１０ ２３，４１０
計 ３４５，５６７ ４，４２６，８２５ ４，７７２，３９２

所 長（１名）

振興課長（所長事務取扱） 総務課長（１名）

研

究

科（
９
名
）

指

導

係（
７
名
）

振
興
・
情
報
係（
７
名
）

総

務

係（
６
名
）
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� 収支の状況
（単位：千円）

注：平成１２年度の支出並びに人件費の減少は、学習研究科が所管替えとなった
ためである。なお、３～８年度の人件費は不明のため、記載していない。

（１２年度支出内訳）

年度 収入 支出 収支差 人件費 総負担
平成３ ４，２３０ ２４６，０８９ △ ２４１，８５９ 不明 △ ２４１，８５９
４ ５，７１５ ２８５，６８５ △ ２７９，９７０ 不明 △ ２７９，９７０
５ ６，２０３ ２８２，５０９ △ ２７６，３０６ 不明 △ ２７６，３０６
６ ８，７９０ ２６８，２２３ △ ２５９，４３３ 不明 △ ２５９，４３３
７ ８，８６８ ２６７，３９４ △ ２５８，５２６ 不明 △ ２５８，５２６
８ １０，４９９ ２５７，９７９ △ ２４７，４８０ 不明 △ ２４７，４８０
９ ９，９０５ ２６３，２５４ △ ２５３，３４９ ２０５，４５６ △ ４５８，８０５
１０ ８，７６２ ２４９，８９０ △ ２４１，１２８ ２１８，１１４ △ ４５９，２４２
１１ １０，０２４ ２４０，１８８ △ ２３０，１６４ ２１９，６７５ △ ４４９，８３９
１２ １０，５０３ ２１０，３９６ △ １９９，８９３ １６４，４１３ △ ３６４，３０６
計 ８３，４９９２，５７１，６０７ △ ２，４８８，１０８ ８０７，６５８ △ ３，２９５，７６６

節�
区分

金額

（千円）

款 教 育 費 総 務 費

項 社会教育費 環境生活費 総務管理費 企画費

目
社会教育
総 務 費

社会教育
施 設 費

青少年教
育振興費

視 聴 覚
教 育 費

地域振興
対 策 費

一 般
管 理 費

会 計
管 理 費

計 画
調 査 費

報酬 １５，０４１ １５，０４１

共済費 ２，９８３ ２，９８３

賃金 ７，９３７ ７，９３７

報償費 ９，７００ ９，１９８ １７２ ２６０ ７０

旅費 ４，４２０ １，７１９ １，５１２ １３４ ９６ ６３９ ３２０

需用費 ５９，７８４ ７，４４７ ４８，９５８ ７５０ ５５ ２，５７４

役務費 ５，９４２ １，７９５ ３，６７７ １０４ １５ ２４０ ７９ ３２

委託料 ８５，９２６ １８，２００ ６７，７２６

使用料�
賃借料 １６，６６２ ６３３ １５，９９７ ３２

備品費 １，８８９ １６１ １，６９７ ３１

負担金 ９３ ２０ ７３

公課費 １９ １９

計 ２１０，３９６ ３９，１７３ １６５，７９２ １，２４８ ２６８ ３，４５３ ３２０ ７９ ６３
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� 利用者数の推移
（単位：人）

� 貸館利用者数は平成９年度をピークに減少しているが、平成１２年度利
用件数は５１４件（前年比４０％増）であり、過去最高であった平成８年
度（５２９件）とほぼ並ぶものである。

� 自主事業の利用者数は、コミュニティ�カレッジ、リカレント学習セ
ミナー並びに県民小劇場を使用した事業とも順調に増加している。

� 施設見学者数の逓減は、県民メモリアルホールの入館者の減少による
ものである。

年度 学習相談 図書室利用 貸館 自主事業 施設見学 総入館者
平成３ ５０２ ５，３２３ １７，２９１ １９，４５４ １９，５４５ ６２，１１５

４ ６３４ ６，７８７ ２２，０３４ ３９，５６３ １９，３０６ ８８，３２４
５ ４３６ ７，９０３ ２８，１７１ ２５，２６５ ２３，８６２ ８５，６３７
６ ７６８ ８，１１６ ３１，７５１ ２７，６００ １９，３４１ ８７，５７６
７ ６９９ ８，１３５ ３７，４０５ ２６，７３９ １７，００３ ８９，９８１
８ ７１２ ８，６９９ ４１，０６３ ２７，１３５ ２１，７１７ ９９，３２６
９ ６９１ ８，０３０ ４２，４２５ ２８，９３８ １９，７９８ ９９，８８２
１０ ６４５ ９，３０１ ３７，７１７ ２７，４７０ １９，５５２ ９４，６８５
１１ ３９０ ８，２７３ ３１，４２６ ２９，１３１ １７，７８１ ８７，００１
１２ ４８９ ６，７４０ ３０，１５２ ２９，３２４ １７，１２４ ８３，８２９
計 ５，９６６ ７７，３０７ ３１９，４３５ ２８０，６１９ １９５，０２９ ８７８，３５６
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第２ 外部監査の結果

１．設置時点における経営計画の有無
生涯学習センターのような恒常的施設の設置に当たっては、基本構想に基づい
た中期的及び長期的経営計画（事業目的達成のために、負担可能な管理費と人件
費の金額及び直接的事業費の金額を含む）の策定が必要であったと考えられるが、
中�長期的な経営計画は作成されていなかった。

２．経営計画の必要性
行政事務を執るに当たっては、地方自治法第２条第１４項で「最少の経費で最大
の効果をあげる」よう規定されており、毎年、管理費と人件費の継続支出を伴う
恒常的施設の運営に当たっては、目的を達成するに許容される年度別の総支出額
の中期的（３年から５年）積算を柱とする経営計画の策定の必要がある。
生涯学習センターの管理の段階では、単年度予算の枠組の中で、事業目的達成
に必要な事業費及び運営に必要な管理費の算定に留まっており、人件費を含んだ
総支出額の必要額の算定は行われていない。
生涯学習センターの事業目的達成のために、負担可能な総支出額の算定、その
上で、管理費、人件費（現在人件費のデータは管理外）、事業費に区分した中期的
経営計画を管理部署を設置して作成する必要がある。
なお、経営計画の策定及び見直しには、計画区分に対応した管理費、人件費、
事業毎の事業費の適確な実績数値の把握が前提となる。

３．実績数値の管理
概要６�収支の状況記載のとおり、生涯学習センターは設立以来、年度収支は
赤字であり総額３３億円（施設整備費含まない）の税金が投入されている。
平成１２年度の人件費以外の支出額は２１０百万円であるが、当初予算は２２５百万
円であった。予算内訳は下表のとおりであり、実績額は概要記載の通りである。
つまり、全体（目）では、予算超過はないことが確認できるが、事業費（事項）ごと
の実績集計がないため、生涯学習情報ネットワーク事業費が予算超過していない
かどうか、生涯学習講座開設事業費が予算超過していないかどうかといったこと
が確認できなかった。
生涯学習センターとしての適切な予算管理を実行するため、事業費目（事項）及

び勘定科目の双方での総経費に関する予算実績集計が必要である。

区 分 １２年度予算（千円）
社会教育総務費 ４０，９１２

生涯学習情報ネットワーク事業費 １０，１７７
生涯学習講座開設事業費 １５，６６９
芸術文化生涯学習事業費 ４，８６０
その他 １０，２０６

社会教育施設費 １７９，１７１
生涯学習センター管理運営費 １７４，８０５
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注：青少年教育振興費以下は、内訳（事項）の記載を省略している。

４．文書コピーの見直し
１日当りコピー数で分るように毎日膨大な量の文書がコピーされている。

平成１２年度のコピー料金は２，７２４千円である。
総務課設置のコピー機の使用状況は、職員へ伝達文書の配布、施設予約に関す
るホール担当者職員への配布がおもな使用である。
１Ｆ及び２Ｆの印刷室のコピー機の大量使用状況は次のような事項である。

�振興課�情報係 学習セミナー資料配布のため、年間３５講座、延べ約２万人へ
約１２万５千枚。長寿学園配布のため、約１万９千枚。

�振興課�指導係 研究資料作成５回、大会関係資料作成３回等。
�振興課�研究科 報告書作成資料等、約１０万枚。
以上大量使用等を勘案しても、その他事務等使用が多量になされている。本当
に必要なコピーかどうか判断してコピーすることも大切なことであるが、全体と
して文書ファイルの在り方を変え、効率のよい事務システムを構築する必要があ
る。

５．委託料
委託料のうち警備料及び昇降機�浄化槽設備の保守点検料については、設備（警
備料は警備機器）を製作した業者でないと作業が困難とのことで、入札は行わず設
備を製作した業者と契約をしている（一者随契という）。
次のように、入札を行っている清掃料等の委託料については、契約金額が下落
傾向にあるが、一者随契の委託料については上昇傾向にある。

入札による委託料
＜清掃業務＞ （単位：千円）

（注）平成１０年度及び１２年度は、清掃箇所縮小�業務一部分離が行われている。

県民メモリアルホール資料収集調査費 ４，３６６
青少年教育振興費 １，３８２
視聴覚教育費 ２７０
地域振興対策費等 ３，９３３

計 ２２５，６６８

設置場所 年間使用枚数 年間執務日数約 １日当りコピー数
	１ 総務課 ６９，９９３ ３０７ ２２７
	２ １Ｆ印刷室 ２７９，４４２ ３０７ ９１０
	３ ２Ｆ印刷室 ２１１，５８８ ３０７ ６８９
合計 ５６１，０２３

年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
落 札 業 者 �Ａ社 �Ａ社 �Ａ社 �Ａ社
契 約 金 額 １２，４７４ １１，３８２ １１，３８２ ６，８２５
指名業者数 ３ ３ １４ １８

７



＜消防設備等保守点検等業務＞ （単位：千円）

＜庭園管理業務＞ （単位：千円）

一者随契による委託料

＜警備業務＞ （単位：千円）

＜昇降機保守点検等業務＞ （単位：千円）

＜浄化槽設備保守点検等業務＞ （単位：千円）

一者随契の場合は、見積書に詳細な見積根拠（人件費であれば、作業予定時間
と時間単価）を記載させて、見積金額が妥当であるかどうか（特に、現在のよう
な不況下にあっても金額が増加する理由）を検討する必要がある。
ただ、見積金額の妥当性を検討するのは手数がかかり煩雑であるため、今後、
設備を購入するときには、設備代金だけでなくこれに付随する保守点検料等も含
めて入札を行うことを検討する必要がある。

６．情報機器の調達方法
パソコン�ワープロ�ファックス等の情報機器については、購入の他にレンタ
ルで賃借しているものがある。契約期間は１年更新で３年まで延長できることに
なっているが、県が途中で契約解除したときでも、県が残りの賃貸料を支払う旨
の条項は入っていないため、県ではリースと言っているが、正確にはレンタルと
言われるものである。支出経費（予算）を平準化させるためにレンタルを利用し
ているが、購入のほうが安くあがる可能性もある。

年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
落 札 業 者 �Ｂ社 �Ｂ社 �Ｂ社 �Ｂ社
契 約 金 額 ２，４１５ ２，４１５ ２，４１５ ２，２０５
指名業者数 ３ ３ ３ ７

年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
落 札 業 者 Ｃ社� Ｃ社� Ｃ社� Ｃ社�
契 約 金 額 １，２６０ １，１５５ １，１５５ １，１５５
指名業者数 ３ ３ ３ ３

年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
契 約 業 者 Ｄ社� Ｄ社� Ｄ社� Ｄ社�
契 約 金 額 ９，５８８ ９，６２２ ９，６５９ ９，６５９

年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
契 約 業 者 Ｅ社� Ｅ社� Ｅ社� Ｅ社�
契 約 金 額 ６，１０３ ６，１９９ ６，２５４ ６，２５４

年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度
契 約 業 者 Ｆ社� Ｆ社� Ｆ社� Ｆ社�
契 約 金 額 ４，１７１ ４，２０９ ４，２３８ ４，２３８
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単年度予算に縛られることなく、中長期的な観点からコストが最少ですむ調達
方法（レンタル、購入、リース）を検討する必要がある。

７．県民メモリアルホール入館者数の減少傾向
県民メモリアルホールは、生涯学習センターの来館者に展示人物の生き方を学
ぶ機会を提供し、生涯学習風土の醸成を図ることを目的として、愛媛県にゆかり
の深い偉人�賢人の遺品や業績を展示している。
県民メモリアルホールの入館者は年々減少傾向にあり、平成１２年度の一日当た
りの入館者は２０人程度である。一方、県民メモリアルホールの運営にかかる費用
は概算でも２８，３４１千円以上と計算される。

（単位：人、回）

生涯学習センターもこのような現状を認識し、平成１３年度は下記の対策を実施
しているが、更に有効な対策が必要と考える。
�教育委員会への所管変更に伴う学校との一層の連携強化
�定期観光バスの乗り入れ
�展示人物を講義対象とした「愛媛の歴史講座」の実施
�マスコミ及びインターネットを活用した広報
入館者数の減少に歯止めがかからないのであれば、入館者数に応じた事業内容・
規模（開館日数含む）への移行を検討する必要がある。また、入館者数の増加が見
込まれる場所への移転も検討すべきではないかと考える。

８．展示資料の購入手続
県民メモリアルホールが資料を収集する場合、資料評価者に資料の真偽の鑑定
及び価格等の資料の評価を行ってもらうことが要綱によって定められている。
平成１２年度に購入した資料（秋山真之の書簡）について、資料評価者が意見を記
載した文書を見たところ、資料の真偽の鑑定に関する意見は記載されているが、
価格に関する意見は記載されていない。価格についての意見も記載してもらう必
要がある。

年度
メモリアルホ
ール入館者数

生涯学習成果展
入場者数 実施回数

平成３ １２，２２９ ３，８３０ ３
４ １１，１５９ ６，７３９ ４
５ １０，３２７ ５，８２９ ４
６ ８，８９７ ３，８７５ ３
７ ８，９４１ ３，３７２ ３
８ ９，４２３ ３，４６８ ３
９ ９，０２５ ３，８３７ ３
１０ ８，９２４ ３，５４０ ３
１１ ８，２６７ ３，１２３ ３
１２ ６，０２９ ９４１ ２
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９．公衆電話の取扱手数料の歳入調定もれ等

 公衆電話取扱手数料に平成１２年度歳入調定もれ２，５２０円発生していたが、平
成１３年１１月１２日付で歳入処理を行っている。

� 資金前渡担任者通帳に過年度（平成８年度）の金額２１，３６８円が残っている。
これは愛媛長寿学園の講師旅費が出金されていなかったものである。早期処理
の必要がある。

１０．財産台帳及び物品管理

 財産台帳
職員の日常業務の大半は、パソコンを利用して効率的運営に努めている。し
かし、財産台帳（副）に関しては手書きとなっている。「愛媛県公有財産及び債
権に関する事務取扱規則」では、総務管理課が財産台帳（正）を作成し財産管
理を行い、現物担当課が財産台帳（副）を作成し現物管理を行うこととなって
いる。しかし、規則上様式が規定されているのみであり台帳管理を手書きで行
う必要はない。パソコンを活用して１種類の管理データを作成し、同一データ
を総括管理に利用する方法に変更すべきである。

� 物品管理
固定資産物品について、担当者ごとの実在性の検討は行われているが、場所
毎の網羅性の検討が行われていない。つまり、台帳記載の物品の有無は確認で
きるが、実在する物品が台帳に記載されているか否かの検証はされていない。
パソコンを活用した場所別資産管理台帳を整備し、物品管理を徹底する必要
がある。

１１．事務執行の効率性
生涯学習センターのような恒常的施設における事業評価は、事業目的達成に負
担可能な総支出額と、人件費及び管理費並びに各事業費の積算からなる経営計画
数値と正確に把握された実績値を総支出及び区分毎に比較することにより行われ
るものである。
生涯学習センターの総支出を対象とした事業評価が必要と考えられる。

第３ 利害関係

包括外部監査の対象とした事件につき、私は地方自治法第２５２条の２９の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以上
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